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第４章　高次脳機能障害者の就業支援における
　医療機関と就業支援機関の連携

第１節　はじめに

１　高次脳機能障害者支援の拡がり

　高次脳機能障害が医学的リハビリテーションの領域で注目されだしたのは1960年代に遡る。しかし、

当時は外見からは見えにくいという障害特性から、障害として認識されずに、福祉や労働の支援対象と

はなりにくかった。

　しかし、1990年代後半、高次脳機能障害をめぐる社会の動きに変化が現れはじめた。1997年に我が国

初の当事者団体が設立され、当事者団体の啓発活動により『高次脳機能障害』という言葉が新聞やテレ

ビなどのマスコミで取り上げられ、国や地方の議会において高次脳機能障害に関する質問がなされた。

また、1999年には、日本ではじめて東京都による「高次脳機能障害者実態調査」がなされ、高次脳機能

障害者やその家族が抱える問題に焦点があてられた。このような社会的背景を踏まえ、厚生労働省・国

立身体障害者リハビリテーションセンター及び関係地方自治体により、2001年から５ヵ年にわたり「高

次脳機能障害支援モデル事業」（以下、本章において「モデル事業」という。）が実施され、医療及び福

祉の施策に関する総合的な取組が開始された。そして、前期３年間には「高次脳機能障害診断基準」「高

次脳機能障害標準的訓練プログラム」「高次脳機能障害支援ニーズ判定票」及び「高次脳機能障害標準

的社会復帰・生活・介護支援プログラム」が作成されるとともに、後期２年間では12地域・15の自治体

で事業の試行実施と検証が行われた。また、この５年間の取組は、2006年以降、障害者自立支援法に基

づく障害者地域生活支援事業のひとつである「高次脳機能障害支援普及事業」（以下、本章において「支

援普及事業」という。）へと引き継がれ、事業の全国展開が目指されているところである（図４－１）。

　このような高次脳機能障害に対する関心の高まりと、医療及び福祉の分野における施策の展開が見ら

図４－１　高次脳機能障害支援普及事業の内容（イメージ図）
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れる中で、労働の分野、特に就業支援についても関心が高まっており、医療等と雇用の連携が期待され

てきている。

２　医療リハと職業リハの連携の現状と課題

　高次脳機能障害者の就業支援に際して、医療機関と職リハを担う就業支援機関との連携は必要不可欠

となってきているが、その実態はどうなっているだろうか。

　＜職リハ側の意見＞

　 　先行研究として、障害者職業総合センター調査研究報告書No. 63「高次脳機能障害者の就労支援」

（H16年１月に、全国の地域障害者職業センター（以下、本章において「地域センター」という。）の

障害者職業カウンセラーを対象に、医療機関との連携の現状と課題について実施したアンケート調

査）１）を見ると、次のとおりである。

　ａ　医療機関との連携の現状

　 　「あまり連携がとれていない」が36.0％で、「最小限度の連携がとれている」が50.0％、「十分にとれ

ている」が14.0％となっており地域センターとしては医療機関との連携は不十分であるとの現状認識

であった。

　ｂ　連携上の課題

　 　連携上の課題としては、①地域センターの存在や役割等について医療機関の知識が不足、②利用の

タイミングの問題、職業的な障害程度の認識のずれ、双方の共通理解の不足、③医療機関側の高次脳

機能障害に対する認識不足、本人や家族への障害説明の不足、職業前段階における支援の不足、④地

域ネットワークのシステムの未整備などがある。

　＜医療リハ側の意見＞

　 　同じく調査研究報告書No. 79「高次脳機能障害者の雇用促進等に対する支援のあり方に関する研究」

（平成17年10月、全国の主要なリハ病院・施設529ヶ所を対象に、地域センターとの連携の現状と課題、

図４－２　医療リハとの連携の課題
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要望等についてアンケート調査し、272ヶ所から回答を得た）によれば２）、次のとおりである。

　ａ　地域センターとの連携の現状

　 　「連携はない」が51.1％、「必要があればケースを紹介する程度」が32.0％で、両者を合わせると

80％を超えており、「十分な協力体制のもと就業支援を実施している」は6.6％にすぎない。

　ｂ　連携上の課題

　 　地域センターと連携のない医療機関からは、「地域センターの役割・機能などの情報提供がない」

「地域センターを利用したいが基準がわからない」などの意見があり、既にケースを通して連携協力

関係のある医療機関からは、「申し込んでから取組まで時間がかかる」「能力レベルの敷居が高い」「紹

介したケースの情報のフィードバックを多くして欲しい」等の意見があった。

図４－３　職業リハとの連携の課題

図４－４　医療リハと職業リハの連携の問題点の整理



― 154 ―

　以上の状況から、連携の必要性は認識されているものの、双方とも「連携は不十分」若しくは「連携

はない」と認識されている。また、連携の課題として、連携のない医療機関からは「地域センターの存

在や役割についての情報が不十分」であるとされるとともに、連携のある医療機関からは「利用のタイ

ミングや障害の認識のずれ」「連携に向けたシステムの未整備や協力体制づくりの問題」があげられて

いる。

３　本研究における検討の進め方

　本研究は、上述したような高次脳機能障害者支援の現状と課題を踏まえ、今後、高次脳機能障害者支

援を効果的なものにするためには、医療機関と就業支援機関がどのような連携体制をとればよいかを検

討することとし、こうした課題に応えていくため、以下のとおり、一地域において両者の連携を進めて

いくためのモデル事業を試行するとともに、全国的な医療機関実態調査を実施する。

　ａ　高次脳機能障害者の就業支援のためのモデル事業による連携方策の検討

　ｂ　全国的な医療機関実態調査を通した検討

　　（ａ）調査１　　：就業支援未実施医療機関実態調査

　　（ｂ）調査２－１：就業支援実施医療機関実態調査

　　（ｃ）調査２－２：就業支援実施医療機関ヒアリング調査

第２節　高次脳機能障害就業支援モデル事業

１　就業支援モデル事業の概要

（１）目的と方法

　本研究では、高次脳機能障害者への効果的な就業支援方法と、医療機関と就業支援機関との連携体制

等の開発・実施を目的として、「高次脳機能障害者就業支援モデル事業」（以下、本章において「就業支

援モデル事業」という。）を実施した。

　これは、すでに見てきたように「支援普及事業」においては、支援拠点機関は多くの場合医療機関が

選定されており、支援拠点機関には「支援コーディネータ」が配置されているが、支援コーディネータ

は医療機関の専門職との兼務であり、さまざまな対応を求められる立場にあるため、個別の具体的な支

援の実践、特に就業支援に関する系統的な支援が不十分な場合がある。

　このため、本就業支援モデル事業では、高次脳機能障害者に対する効果的な就業支援の実施、また医

療機関と就業支援機関との連携体制の強化を図るために、就業支援に特化した専門職（「相談支援員」）

を配置し、医療リハ終了後の高次脳機能障害者に対する地域センターとの連携した就業支援を行ってい

くこととした。また個別の具体的な支援経過を調査するために、医療機関利用者による協力を得て事例

研究を行い、医療機関と就業支援機関との連携の現状を把握し、課題を検討することとした。

　その具体的方法は次のとおりである。
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ア　研究協力機関

　 　医療機関として、千葉県の高次脳機能障害支援普及事業の支援拠点機関である千葉県千葉リハビリ

テーションセンター（以下、本章において「千葉リハ」という。）と、就業支援機関として、千葉障

害者職業センター（以下、本章において「千葉センター」という。）に研究協力を依頼し、承諾を得た。

イ　支援対象者

　 　千葉リハを継続して外来受診している高次脳機能障害者であって、就業支援を希望する方に、就業

支援モデル事業の趣旨説明を行い、協力の承諾を得た場合に研究承諾事例として、支援対象者とした。

対象者としては７例となり、これらの者に対して千葉センターでの職業評価を実施した。職業評価実

施の７例のうち、５例が障害者職業総合センター職業センター（以下、本章において「総合センター」

という。）での高次脳機能障害に特化した職業準備訓練の実施となった。研究承諾事例７例のうち、

６例が就業に至った。

　 　なお、研究協力に承諾を得られなかったケースの拒否理由は、「実際に関係機関を利用する前から

情報が渡ってしまうのは困る」「いろいろなところを利用していることを知られたくない」等であっ

た。

ウ　相談支援員の主な業務内容

　 　相談支援員は、１名を医療機関に置くこととし、医療機関にて高次脳機能障害者への対応経験者を

充てた。平成18年５月～７月は社会福祉士の、平成18年８月～は臨床心理士の専門職が業務にあたっ

た。

　 　相談支援は、支援対象者が必要な時に、必要な就業支援を受けられるようにすること、またそのた

めに医療機関と就業支援機関の連携体制を強化することのために、以下のような業務を遂行した。

　（ア）支援対象者の情報収集

　　①医療機関における外来受診、心理評価、認知訓練等に同席し、支援対象者の現状把握に努める。

　　②担当スタッフから支援対象者に関する説明を受け、情報の整理をする。

　　③ その後、支援対象者に対する理解を深めるきっかけとするために、支援対象者が地域センターを

利用する以前に、周辺情報を含めた医療情報を就業支援機関に提供し、情報を共有する体制を図

る。

　（イ）地域センター利用時の同行

　　① 支援対象者の適切なタイミングでの就業支援機関の利用を促進し、支援対象者ならびにその家族

との情報共有、支援内容の理解の促進を図る。

　　②就業支援機関への支援対象者に関する周辺状況の補足説明等を実施する。

　（ウ）職業評価結果等を含めた支援経過の医療機関へのフィードバック等

　　① 医療機関から提供された医療情報をふまえて、就業支援機関と協議を行い、就業支援機関におい

てどのような支援計画を立案しているのかを把握し、医療機関との共有を図る。

　高次脳機能障害者は、記憶障害・注意障害等によって、自ら計画的に行動することや、論理的な説明
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が苦手な場合があるので、単独でさまざまな手続き等を遂行するのが難しい障害特性がある。そのため、

上述のような業務を通じ、円滑な就業支援の利用を進めることとした。

　相談支援員は、実際には千葉リハに置かれ、ソーシャルワーカーの業務を一部代行する形で業務を進

めた。このため、前述の研究承諾事例７例以外の高次脳機能障害者の外来受診、心理評価、認知訓練等

にも同席し、いろいろな場面で情報収集を実施した。また地域センター利用希望者に説明等も行った。

エ　実施期間

　　2006年５月１日から2007年３月31日。

（２）結果の概要

　支援結果の概要は、次のとおりである。

表４－１　研究承諾事例７例の支援結果の概要



― 157 ―



― 158 ―

２　支援事例

　前述の、研究承諾事例７例の中で、高次脳機能障害に特化した職業準備訓練を経て就職に至った事例

（事例Ｂ）、就業支援機関での職業評価までの支援を行ったが、就職に至らなかった事例（事例Ｅ）の２

例を紹介する。

（１）支援事例　Ｂ
　ア　支援開始までの経過

　　 　支援対象者は、43歳時、脳血管障害により記憶障害と言語障害を呈することとなった。発症後千葉リ
ハで外来を受診し、１年後から相談支援員が関わることとなった。支援対象者は、発症時、就業（パー

ト勤務、部品組立て等の軽作業）していたため、「同じ職場で、同じ仕事をしたい」と希望していた。家

族（夫）が発症後からの経過、支援対象者の在宅時の様子をよく把握しており、会話での様子、家事の

こなせる部分と難しい部分等詳細に把握し、支援者に説明することができた。また、支援対象者の就業

にも理解を有していた。関係機関利用時には、家族（夫）が同行した。

　イ　就業支援開始の経過

　　 •  相談支援員等支援スタッフは、医師から本人の希望や経過の連絡を早い段階から受けており、千葉セ
ンター初回利用時に必要な医師の作成する書類等を事前に準備することができた。

　　 •  また、支援対象者が千葉リハから千葉センターへ事前の情報提供を行うことを承諾していたので、千
葉センターでの初回インテーク以前に、担当カウンセラーと情報交換が可能となり、日程調整等もス

タッフで円滑に進めることができた。これにより、支援対象者が関係機関に足を運ぶ等の労力コスト

を下げることができた。

　ウ　職業評価結果のフィードバック後の経過

　　 •  職業評価の結果、障害理解が比較的進んでおり、代償手段の獲得にも積極的だったため、総合センター
での高次脳機能障害に特化した職業準備訓練の受講が適切であると判断された。

　　 •  本人は、職業準備訓練に積極的に取り組むとともに、就職のための情報収集にも日ごろから取り組ん
でいた。新聞の折込求人広告をもとに事業所の面接を受けたところ、採用が決定し、就職となった（就

職先は食品の袋詰め等の軽作業であった）。支援対象者は、就業支援の過程を踏まえ、障害の状況、職

業準備訓練時の経過等をまとめた報告書を作成し、自ら説明することができた。

　エ　事例Ｂにおける課題

　　 •  この事例は早い段階で、医療機関における就業支援に向けた支援の方針が明確となり、支援対象者の
医療機関から就業支援機関への情報提供の承諾が得られたので、適時適切に関係機関の間で情報を共

有する体制がとれた。一方、千葉リハの外来受診している高次脳機能障害者の中には、こうした連携

がとりにくいケースも多い。今回の就業支援モデル事業でも、就業のための地域センターの利用を希

望しているが、家族が地域センターに同行できないことから、あるいは関係諸機関を利用しているこ

とを知られたくないとのことから、情報提供ができなかったり、研究協力を承諾していただけなかっ

たという事例もあり、情報の取扱に対する認識により、支援が異ならざるをえないということも現実

的な課題として示された。

　　 •  本ケースでは、相談支援員と就業支援機関の担当カウンセラーが連絡を取ることができたため、支援
対象者、家族、担当カウンセラーの時間調整が可能となり、対象者の労力コストを下げることができた。

また、就業形態や就職活動に対して、柔軟な考え方をしていたことが、就職の機会に結びついたこと

も考えられた。
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（２）支援事例　Ｅ
　ア　支援開始までの経過

　　 　支援対象者は、高校２年時に交通事故で脳外傷となり、５年経過後に千葉リハの外来を受診し、その

１年後から相談支援員が関わる。介護士としての就業経験（６ヶ月間）があるが、疲労しやすく、感情

の抑制が効かない等で、就業の継続は困難で、退職となった。その後在宅生活となったが、起床時間が

定まらず、一日の過ごし方が安定しない状態が続いていた。家族の希望で、地域のボランティア活動等

に参加しているが、休み時間に話し出すと止まらなくなる等により疲労しやすいため、長時間の活動は

困難であった。精神症状が顕著で、精神科を受診しており、服薬を継続していた。支援対象者よりも、

家族（母）が就業を強く希望していた。

　イ　就業支援開始後の経過

　　 •  家族が支援対象者の就業を強く希望しており、また支援対象者本人による同様の意思表示が確認され

たため、千葉センターでの就業支援を利用することとし、初回インテークの実施となった。

　　　 　担当カウンセラーより、「最近の神経心理学的評価結果があると望ましい」とのことで、千葉リハの

外来受診において心理評価を実施した。千葉リハでは心理評価結果をもとに医療情報提供書を作成し、

千葉センターの職業評価を受けることとなった。

　　 •  家族が千葉リハの受診、千葉センターの初回インテーク、職業評価、結果のフィードバック等の同行

を希望したため、日程の調整が非常に難しく、初回インテークから職業評価実施まで５ヶ月を要した。

　ウ　職業評価結果のフィードバック後の経過

　　 •  職業評価の結果は「生活訓練が必要」とのことで、職業準備訓練の実施には至らなかった。この結果

を本人及び家族にフィードバックしたところ、家族から本人が利用している生活支援センターに対し

て納得がいかないとの申出があり、生活支援センターのスタッフと千葉リハのスタッフが話合いを持っ

た。

　　 •  千葉リハの担当医師、ソーシャルワーカー等が再検討した結果、支援対象者は左手に軽度の麻痺が認

められるので、身体障害者手帳を取得し、生活訓練を含めた更生施設の利用を勧めることとした。

　　 •  ただし家族は手帳の取得を以前より躊躇していたため、申請までに時間を要し、更生施設利用までに

待機せざるを得ない結果となった。

　エ　事例Ｅにおける課題

　　 •  支援対象者や家族の意向を尊重して対応しようとしたが、十分に把握しきれなかった。特に、就業支

援への導入の段階で正規雇用という枠で就業を考えるには、職業準備訓練のみならず、生活訓練が必

須であることを本人や家族に説明ができていなかった。

　　 •  適切なタイミングでの必要な対応という点で課題が残った。たとえば本ケースでは、関係機関に関わ

るときに、関係者に十分納得のいく説明ができなかったため、納得のいく対応がなされなかったとい

う認識に至ったのではないかと思われた。
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３　就業支援モデル事業における連携体制強化のための課題

（１）支援対象者への支援

　医療機関と就業支援機関という異なる機関での支援を連携させていく上では、情報の共有と伝達が課

題になる。本就業支援モデル事業において、当初、支援の連携体制を強化するために、データベース化

も検討されたが、情報管理の問題もあり、相談支援員が「情報を運ぶ」ことで情報共有の体制強化を図っ

た。また、情報の共有と伝達を進めるためには、支援対象者から事前に情報提供が承諾されることが重

要である。これにより、相談支援員は日程調整、さまざまな手続き等、事前の準備が可能になり、ロス

タイムを少なくすることが可能になる。高次脳機能障害者は、先を見通して行動することや優先順位を

判断すること等が苦手な場合があるので、このような諸手続きの代行は、本人や家族はもちろん、医療

機関内スタッフにおいても困難となることが多い。こうした中で、本就業支援モデル事業による相談支

援員の役割は重要な支援となった。また、相談支援員が医療的支援や生活支援の“近く”にいることに

より、医療的所見のみならず、在宅時の様子等、さらに情報を付加することができ、支援対象者を理解

するための貴重な情報の一部となり、人が情報を運ぶことで得られる効果も見られた。一方、異なる分

野・機関の下では、情報の取扱に対する認識の差異も少なからずあり、これにより支援方法が異なって

しまう結果となり、支援を必要とする時に、支援対象者毎に適切に対応できる支援方法を、具体的に検

討することが課題としてあがった。

（２）医療機関へのフィードバック

　相談支援員が地域センターにおける初回インテーク、職業評価、職業評価結果の説明等に同行したこ

とにより、医療機関へ就業支援機関での支援状況を詳細に報告することが可能となった。また、職業評

価等の情報を地域センターから医療機関へのフィードバックについても、相談支援員が対象者とともに

地域センターと話し合いを重ねるなかで得ることができるようになった。医療機関からみるとこれらの

情報については「地域センターは何をやっているのか分からないので知りたい」（調査報告書：No. 63）

というニーズもあるが、実はこうした情報は基本的には支援対象者に即した個別の情報であるので、具

体的な就業支援を通じて伝えられることが多い。そして就業支援モデル事業を通じて、医療機関側が知

りたい情報を明確にすることが、より効果的に情報を得ることになると考えられた。

（３）就業支援モデル事業における連携の現状　－医療リハと職リハの認識の違い－

　医療機関と就業支援機関が連携して支援を行っていく場合、両者の認識のちがいが問題になることが

ある。たとえば、事例Ｅの場合、医療機関においては医療的リハビリテーションは終了したとの認識が

ある一方、就業支援機関としては、職業リハビリテーションの実施に際しては、生活訓練が必要である

との判断に至った。同じ事例に対する支援ではあるが、医療機関と就業支援機関それぞれの観点が異な

る結果と言えるだろう。この点に関しては関係機関の就業支援の従事者によってすでに論じられている

ことではあるが、あらためてその観点の違いを考えると、医療機関では、重度の障害から、医療機関か

ら直接復職する比較的軽度といえる障害のケースまで、幅の広いさまざまな障害を呈する多くの事例を

対象としているため、障害内容に即して医療的リハビリテーションが終了しているとの認識がある場合
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には、可能な限り次の段階に進むことが望ましいという対応をとる傾向があると考えられる。一方、就

業支援機関は、事業所による受入の可能性を考えながらの、またその場合一般的には「正規雇用」を目

指した就業支援が前提であるため、障害の内容だけではない別の観点をも含めた支援の実施を想定して

いる場合がある。支援対象者の意向だけでなく、事業所の受入を含めて考えるという専門性の違いから、

「支援が難しい」事例となるのであろう。その結果、医療機関は「どのような事例を依頼したらよいの

か分からない」、就業支援機関は「すべての事例の対応は困難」という認識に至るのではないだろうか。

（４）効果的な情報交換体制

　研究モデル事業からは、事例Bのように、医師等の医療機関としての早い段階での就業支援の方針

（目標）とこれに基づく関係機関の情報の共有体制の強化がなされることの重要性を強調することがで

きる。これにより、必要なときに、必要な対応が可能となり、また支援対象者の負担が軽減される結果

となった。全国的には、支援対象者が関係機関を利用するのに、遠方であるため、足を運ぶのが極めて

困難であるケースが多い。そのような場合に、情報交換体制を強化させ、情報を常に循環させることは、

地理的に不利な状況を克服するためにも有効かと思われる。

　異なる機関による合同カンファレンスの開催や、関係機関からの相互の訪問等を希望する意見も聞か

れる。しかし、就業支援モデル事業から考えられたことは、関係機関が集まって話し合いの場があれば

申し分ないのだが、上述のような要望には、関係機関である「相手」が何をしているのか分からないと

いう認識が背景にあり、これを乗り越えることが重要であって、当初は双方ともに集まったり、訪問し

たりするといったアウトリーチな関わりが必要であるかもしれないが、支援開始後は双方向による目標

と情報の共有・伝達が重要であり、その情報を循環させることができれば連携体制の強化につながると

考えられる。

　ただし、情報の共有・伝達については、支援対象者及び家族が躊躇する場合があるという情報の取扱

に対する微妙な問題もあるので、これを踏まえた支援のあり方も、検討すべき課題としてあげられた。

（５）医療機関の課題

　就業支援の出発点は多くの場合、医療機関であることが多いため、医療機関は医療的リハビリテー

ション終了後の展開も「見据えた支援」が求められる。このための支援対象者の現状を見極め、就業に

向けてどのような準備が必要なのかを考慮した対応も求められる。

　また、支援対象者がその時点でどのような支援が必要なのかを認識するためには、支援対象者本人に

よる「障害に対する理解」が進んでいることが望ましく、このことはその後の訓練等の効果に大いに影

響する要因でもある。しかし、実際はこの作業に最も難渋するのが現実である。訓練が進むにつれて、

「できないことを確認する作業が続くことが非常につらかった」という支援対象者による話も聞かれて

おり、可能な限り早い段階で支援対象者本人による現実認識を促すことが重要な支援であると思われ

る。

　医療機関が上述の課題に取り組むためには、「就業支援機関によるフィードバックの情報」が不可欠

である。就業支援が、どのように進み、どんな課題に遭遇し、どのように乗り越えていくことができる
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のか等の複数の事例を、経過を追って検討することにより、他の事例での判断基準のための貴重な情報

となるからである。また、障害の理解についても、医療機関が通常本人に提示できるのは日常生活場面

での課題である場合が多いが、就業支援機関においては職業場面を想定して、本人と共にこれを一緒に

考えていくことになる。就業支援機関での支援において問題が生じた場合に、医療機関からの情報が重

要な情報となることもあり、中核となる症状から起因する二次的な症状を回避するためにも、医療情報

が必要である。よって、関係機関の情報が絶えず循環していることが各機関の専門性の発揮にもつなが

り、その時点で必要な支援が実施可能になる体制が強化されると考えられる。

（６）就業に対する柔軟な考え方への認識

　就業支援は医療的リハビリテーションの段階から同時進行で進められている場合もあるが、多くは段

階的に就業支援機関の職業リハビリテーションに移行する。それは支援する機関が移行することで支援

が分断されるものであってはならず、段階的な過程を経て最終的に就業を目指すという連続的なプロセ

スでなければならない。そのためには支援の内容が吟味され、どの段階で実施されることが適切なのか

が検討される必要があるだろう。

　また多くのケースで就業支援の過程で、並行して生活訓練が必要な場合があるように、障害の特性と

して事業所による一般的な正規雇用の条件を満たすのは難しい場合が多い。このような場合には、従来

の職業準備訓練だけで対応するのではなく、より広い、より柔軟な就業に対する考え方に立って、「事

業所による一般的な正規雇用」という枠を拡大した就業を想定した支援のあり方を検討することも必要

であると思われる。就業支援機関においてもさまざまな社会資源の活用の試みや、多様な就業形態を模

索する必要があると考えられる。

図４－５　関係機関の課題と情報の流れ




